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特
　
　
集

お
し
ら
せ

催
し
・
募
集

情
報
フ
ァ
イ
ル

険
・
障
が
い
グ
ル
ー
プ
で
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

　

�

い
き
い
き
広
場
内
介
護
保
険
・
障
が
い

グ
ル
ー
プ

　

☎
５
２‒

９
８
７
１

　

相
続
、
贈
与
、
売
買
、
遺
言
、
営
業
許

認
可
申
請
、
会
社
法
務
、
農
地
転
用
、
開

発
許
可
、
車
庫
証
明
な
ど
に
つ
い
て
の
無

料
相
談
会
で
す
。

　

広
範
囲
な
行
政
手
続
き
に
つ
い
て
、
専

門
家
が
相
談
に
応
じ
ま
す
の
で
利
用
し
て

く
だ
さ
い
。

と
き　

10
月
８
日
㈯　

　

午
後
１
時
～
４
時

と
こ
ろ　

Ｔ
・
ぽ
ー
と　

２
階
特
設
会
場

※
10
月
７
日
㈮
ま
で
に
要
予
約

※
当
日
受
付
あ
り
。
た
だ
し
予
約
優
先

申
込
・
問
合
せ
先　

　

愛
知
県
行
政
書
士
会
碧
海
支
部
所
属

　

予
約
担
当
行
政
書
士　

山
本

　

☎
５
２‒

５
９
３
３

と
き　

10
月
２
日
㈰

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

と
こ
ろ　

西
尾
公
証
役
場　
　

内
容　

・�

遺
言
、
離
婚
・
金
銭
貸
借
・
借
地
・
借

家
・
任
意
後
見
契
約
な
ど
の
公
正
証
書

の
作
成

・�
会
社
設
立
の
定
款
や
外
国
提
出
書
類
な

ど
の
認
証
な
ど

※�

平
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
に
無

料
相
談
を
受
付

※�

電
話
相
談

　

平
成
28
年
度
前
期
分
の
扶
助
料
お
よ
び

市
遺
児
手
当
を
９
月
30
日
づ
け
で
指
定
の

口
座
へ
振
り
込
み
ま
す
。

　

記
帳
な
ど
で
確
認
し
、
振
り
込
み
が
な

い
場
合
は
、
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
次
回
分
か
ら
の
振
込
先
を
変
更

し
た
い
方
は
、
印
鑑
を
持
参
し
、
介
護
保

　

10
月
１
日
は
「
法
の
日
」
で
す
。

　

法
の
日
に
連
動
し
て
、
愛
知
県
土
地
家

屋
調
査
士
会
が
、
隣
接
土
地
と
の
境
界
問

題
や
、
建
物
登
記
記
録
と
建
物
課
税
台
帳

（
未
登
記
）
が
一
致
し
て
い
な
い
な
ど
に

つ
い
て
の
無
料
相
談
会
で
す
。

※�

相
談
内
容
が
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
図

面
な
ど
（
略
図
で
も
可
）
を
当
日
持
参

と
き　

10
月
４
日
㈫　

　

午
後
１
時
～
４
時

と
こ
ろ　

市
役
所　

４
階
第
４
会
議
室

問
合
せ
先

　

愛
知
県
土
地
家
屋
調
査
士
会
岡
崎
支
部

　

☎
０
５
６
４‒

５
５‒

８
８
５
１

情報
ファイル

Information
File福

祉

相

談

土
地
家
屋
調
査
士
会
に
よ
る

「
土
地
の
登
記
」
無
料
相
談
会

行
政
書
士
に
よ
る

無
料
相
談
会

日
曜
公
証
（
遺
言
、
離
婚
、
契
約
な
ど
）

相
談
所
開
設

市
障
害
者
扶
助
料
・
市
遺
児
手
当

受
給
者
の
方
へ

手
当
を
振
り
込
み
ま
す

　

☎
０
３‒

３
５
０
２‒

８
２
３
９

　

10
月
１
日
㈯
～
７
日
㈮

　

�

午
前
９
時
30
分
～
正
午
・
午
後
１
時
～

４
時
30
分

問
合
せ
先

　

西
尾
公
証
役
場

　

☎
０
５
６
３‒

５
４‒

５
６
９
９

　

登
記
、
筆
界
特
定
、
人
権
擁
護
お
よ
び

供
託
な
ど
を
は
じ
め
、
遺
言
な
ど
の
公
正

証
書
の
作
成
、
一
般
法
律
相
談
、
日
常
生

活
の
心
配
ご
と
や
困
り
ご
と
、
悩
み
ご
と

な
ど
の
相
談
を
受
け
ま
す
。

と
き　

10
月
２
日
㈰

　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

と
こ
ろ　

名
古
屋
合
同
庁
舎　

第
１
号
館

　
（
名
古
屋
法
務
局
）

　

名
古
屋
市
中
区
三
の
丸
２‒

２‒

１

費
用　

無
料

相�

談
担
当
者　

法
務
局
職
員
、
公
証
人
、

司
法
書
士
、
土
地
家
屋
調
査
士
、
人
権

擁
護
委
員
、
法
テ
ラ
ス
弁
護
士

申
込　

予
約
制

※�

法
テ
ラ
ス
所
属
弁
護
士
相
談
は
、
先
着

12
組
（
完
全
予
約
制
）

予
約
・
問
合
せ
先

　

名
古
屋
法
務
局
民
事
行
政
調
査
官
室

　

☎
０
５
２‒

９
５
２‒

８
１
７
０

　

平
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

全
国
一
斉
！
法
務
局
休
日
相
談
所

（
名
古
屋
法
務
局
）
開
設




